
■料金や申込方法の記載のないものは無料または申込不要です。　■施設の休館・休業日にご注意ください。
■申込・受付などの期間で記載のないものは、土・日曜日、祝日、年末年始を除きます。

市
役
所

福ふ
く

祉し

タ
ク
シ
ー
利り

用よ
う

券け
ん

を

交こ
う

付ふ

し
ま
す　

　
心
身
に
重
度
の
障
が
い
が
あ

る
人
に
、タ
ク
シ
ー
料
金
の
一

部
を
助
成
す
る
利
用
券
を
交
付

し
ま
す
。

●
有
効
期
間　
４
月
１
日
～
令

和
８
年
３
月
31
日

対
市
内
在
住
で
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
人

▽
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を

受
け
て
い
る
人
で
、視
覚
障
が

い(

１
・２
級)

、肢
体
不
自
由

(

１
級・２
級
で
上
肢
は
除
く)

、

心
臓
ま
た
は
じ
ん
臓
機
能
障
が

い
１
級
、呼
吸
器
機
能
障
が
い

１
級
、ぼ
う
こ
う
ま
た
は
直
腸

機
能
障
が
い
１
級
、小
腸
機
能

障
が
い
１
級
、免
疫
機
能
障
が

い
１・２
級
、肝
臓
機
能
障
が
い

１
級
・
２
級
、肢
体
不
自
由(

上

肢
を
除
く)

ま
た
は
平
衡
機
能

障
が
い
３
級
以
下
で
他
の
障
が

い
と
の
重
複
に
よ
り
総
合
等
級

が
１
級・２
級

▽
療
育
手
帳
Ａ
判
定
の
人

▽
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

１
級
の
人(
医
療
機
関
に
入
院

中
、施
設
に
入
所
中
の
人
は
対

象
外)

●
助
成
額　

１
枚
あ
た
り

５
０
０
円(

１
回
の
乗
車
に
つ

き
２
枚
ま
で
利
用
で
き
ま
す)

●
交
付
枚
数　
年
間
66
枚

●
受
付
期
間　
３
月
24
日
㈪
～

持
身
体
障
害
者
手
帳
、療
育
手

帳
、精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳●
受
付
場
所
、問
い
合
わ
せ
先　

生
活
福
祉
課 

障
が
い
者
福
祉

担
当

国こ
く

民み
ん

健け
ん

康こ
う

保ほ

険け
ん

税ぜ
い

が

国こ
く

保ほ

制せ
い

度ど

を
支さ

さ

え
て
い
ま
す　

　
国
保
に
加
入
し
て
い
る
皆
さ

ん
の
医
療
費
や
葬
祭
費
な
ど
の

費
用
は
、皆
さ
ん
が
納
め
て
い

る
国
民
健
康
保
険
税
な
ど
で
ま

か
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
税
を
長
期
間

納
め
な
い
で
い
る
と
、保
険
診

療
は
受
け
ら
れ
ま
す
が
、医
療

費
の
自
己
負
担
割
合
は
10
割
と

な
り
ま
す
。

　
ど
う
し
て
も
納
付
が
難
し
い

と
き
は
分
割
納
付
が
で
き
ま

す
。滞
納
額
が
大
き
く
な
る
前

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
国
保
年
金
課 

国
保
担
当

ス
マ
ホ
で
国こ

く

保ほ

の
お
手て

続つ
づ

き

　　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利

用
す
る
こ
と
で
、国
民
健
康
保

険
の
手
続
き
が
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
な
ど
で
で
き
ま
す
。

　
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
利
用
で
き
る
手
続
き
の
例

▽
国
保
の
加
入・脱
退
届

▽
資
格
確
認
書
等
の
再
交
付
申

請▽
医
療
費
通
知
の
再
交
付
申
請

ID
３
４
３
６
９

問
国
保
年
金
課 

国
保
担
当

店て
ん

舗ぽ

家や

賃ち
ん

の
一い

ち

部ぶ

を

補ほ

助じ
ょ

し
ま
す　

　
市
が
指
定
す
る
区
域
内
に
お

い
て
空
き
店
舗
を
利
用
し
て
開

業
す
る
事
業
者
に
対
し
、そ
の

店
舗
家
賃
の
一
部
を
補
助
し
ま

す
。

対
指
定
区
域
内(

西
鉄
二
日
市

駅
か
ら
Ｊ
Ｒ
二
日
市
駅
周
辺)

に
あ
り
、１
年
以
上
継
続
し
て

利
用
さ
れ
て
い
な
い
空
き
店
舗

で
、小
売
業・飲
食
業
ま
た
は
生

活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
の
お
店
を

開
業
し
よ
う
と
す
る
人

●
補
助
金
額　

開
業
し
た
月

の
翌
月
か
ら
12
カ
月
目
は
店

舗
家
賃
の
１
／
２(

上
限
５
万

円)

、13
カ
月
目
か
ら
24
カ
月
目

は
店
舗
家
賃
の
１
／
４(

上
限

２
万
５
千
円)

　
詳
細
や
申
請
様
式
は
市
ホ
ー

ム
ー
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま

す
。

ID
２
９
５
３

問
商
工
観
光
課

人じ
ん

権け
ん

擁よ
う

護ご

委い

員い
ん

が

表ひ
ょ
う

彰し
ょ
う

さ
れ
ま
し
た　

　

人
権
擁
護
委
員
と
し
て
10

年
以
上
在
任
し
、現
在
も
活
動

を
続
け
て
い
る
森
山 

秀
明
さ

ん(

石
崎
在
住)

が
、職
務
上
の

功
績
が
顕
著
で
あ
る
と
し
て
法

務
大
臣
表
彰
を
授
与
さ
れ
ま
し

た
。

問
人
権
政
策
・
男
女
共
同
参
画

課

お
知
ら
せ
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市役所

日
時
・
期
間

　
　場
所

　
　対
象

　
　内
容

　
　定
員

　 

　料
金

　
　持
参
物

　
　締
切

　
　申
し
込
み
先

問
い
合
わ
せ
先

　
　電
話
番
号

　
　フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号

　
　電
子
メ
ー
ル
　 
　ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　 

　市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
記
事
ID

日

場

対

内

定

料

持

締

申

問

☎

FAX

HP

ID

幼よ
う

児じ

教き
ょ
う

育い
く

・
保ほ

育い
く

の
無む

償し
ょ
う

化か

の
申し

ん

請せ
い

を
忘わ

す

れ
ず
に　

　

認
可
外
保
育
施
設
、幼
稚
園

な
ど
を
利
用(
予
定
を
含
む)

す

る
場
合
、無
償
化
の
認
定
を
受

け
る
た
め
に
は
施
設
等
利
用
給

付
認
定
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

申
請
が
済
ん
で
い
な
い
人

は
、施
設
ま
た
は
こ
ど
も
政
策

課
窓
口
で
申
請
書
類
を
受
け
取

り
、申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

利
用
施
設
に
よ
っ
て
申
請

が
異
な
る
た
め
、詳
し
く
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

ID
４
９
３
０
９
４

問
こ
ど
も
政
策
課

政せ
い

治じ

倫り
ん

理り

審し
ん

査さ

会か
い

委い

員い
ん

　　

政
治
倫
理
審
査
会
と
は
、筑

紫
野
市
政
治
倫
理
条
例
の
規
定

に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
る
も
の

で
、市
長
な
ど
や
市
議
会
議
員
、

そ
の
同
居
の
親
族
や
被
扶
養
者

(

以
下
、報
告
義
務
者)

の
前
年

１
年
間
の
収
入
や
資
産
の
報

告
書
の
審
査
を
行
い
、そ
の
他

の
市
長
か
ら
調
査
を
求
め
ら
れ

た
事
項
な
ど
に
つ
い
て
審
査
を

行
う
た
め
の
市
の
附
属
機
関
で

す
。

　
こ
の
審
査
会
の
委
員
を
募
集

し
ま
す
。

●
委
嘱
期
間　
５
月
１
日
㈭
～

令
和
９
年
４
月
30
日
㈭

●
会
議
の
開
催
時
期
・
時
間　

主
に
６
月
～
８
月
に
６
回
程
度

開
催
。時
間
は
９
時
～
17
時
の

う
ち
２
時
間
程
度
で
す
。

●
募
集
要
件

①
条
例
の
適
正
な
運
用
に
関
心

と
識
見
を
持
ち
、選
挙
権
を
有

す
る
市
民

②
報
告
義
務
者
や
そ
の
三
親
等

以
内
の
親
族
、報
告
義
務
者
の

後
援
団
体
の
役
職
員
で
な
い
人

③
現
在
、就
任
し
て
い
る
市
の

各
種
審
議
会
、委
員
会
な
ど
の

委
員
の
数
が
二
つ
以
内
の
人

④
政
治
倫
理
審
査
会
の
会
議
に

出
席
で
き
る
人

定
２
人(

募
集
人
員
を
超
え
た

場
合
は
抽
選)

●
申
込
方
法　
「
住
所
、氏
名
、

生
年
月
日
、性
別
、電
話
番
号
」

を
記
載
し
た
書
類
に「
政
治
倫

理
審
査
会
委
員
申
し
込
み
」と

明
記
の
上
、封
書
に
よ
る
郵
送

ま
た
は
持
参
に
よ
り
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

締
３
月
21
日
㈮
必
着

申
問
総
務
課 

総
務
担
当(

〒
８

１
８-

８
６
８
６(

住
所
記
入
不

要))男だ
ん

女じ
ょ

共き
ょ
う

同ど
う

参さ
ん

画か
く

審し
ん

議ぎ

会か
い

委い

員い
ん

　
男
女
共
同
参
画
社
会
実
現
に

向
け
た
施
策
と
施
策
の
実
施
状

況
を
調
査・審
議
す
る「
筑
紫
野

市
男
女
共
同
参
画
審
議
会
」の

委
員
を
募
集
し
ま
す
。

●
任
期　
５
月
か
ら
２
年
間

●
応
募
資
格

①
市
内
在
住
の
18
歳
以
上
で
男

女
共
同
参
画
推
進
に
意
欲
と
関

心
が
あ
る
人

②
現
在
、就
任
し
て
い
る
市
の

各
種
審
議
会
、委
員
会
な
ど
の

委
員
の
数
が
二
つ
以
内
の
人

③
在
任
期
間
の
審
議
会(

年
３

～
５
回
程
度
、夜
間)

会
議
に
参

加
で
き
る
人

定
２
人

●
応
募
方
法　
応
募
動
機
お
よ

び
男
女
共
同
参
画
を
進
め
る
た

め
の
考
え
を
８
０
０
字
程
度
に

ま
と
め
た
も
の
と「
住
所
、氏

名
、性
別
、年
齢
、職
業
」を
記
入

の
上(

様
式
自
由)

、郵
送
、電
子

メ
ー
ル
ま
た
は
持
参
の
い
ず
れ

か
の
方
法
で
応
募
し
て
く
だ
さ

い
。

締
３
月
24
日
㈪
、17
時
必
着

ID
４
０
４
９
８

申
問
人
権
政
策
・
男
女
共
同
参

画
課 

男
女
共
同
参
画
担
当

(

〒
８
１
８-

８
６
８
６(

住
所

記
入
不
要))

☎︎(

９
１
８)

１
３
１
１

danjo@
city.chikushino.

fukuoka.jp

成せ
い

年ね
ん

後こ
う

見け
ん

制せ
い

度ど

な
ど
に
関か

ん

す

る
講こ

う

演え
ん

会か
い

　

講
話
の
テ
ー
マ
は「
高
齢
者

の
身
元
保
証
問
題
に
つ
い
て
」

で
す
。老
後
に
安
心
し
て
生
活

す
る
た
め
に
、成
年
後
見
制
度

な
ど
に
つ
い
て
学
ん
で
み
ま
せ

ん
か
。※
手
話
通
訳
有
。

日
３
月
15
日
㈯
、10
時
～
12
時

(

９
時
30
分
開
場)

●
講
師　

生
地 

篤
さ
ん(

高

齢
者
・
障
害
者
安
心
サ
ポ
ー
ト

ネ
ッ
ト)

場
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
３
階

視
聴
覚
室

問
生
活
福
祉
課 

地
域
福
祉
担

当

ぼ
し
ゅ
う

水道
メーターの
検針月です
問い合わせ先
上下水道料金 
総務課 料金担当 
☎(923)７１１１

今月は

問い合わせ先で電話番号を掲載していない課・担当などは、市役所本庁 ☎(923)1111 にお願いします。広報ちくしの 令和7年3月号13



■料金や申込方法の記載のないものは無料または申込不要です。　■施設の休館・休業日にご注意ください。
■申込・受付などの期間で記載のないものは、土・日曜日、祝日、年末年始を除きます。

手し
ゅ

話わ

奉ほ
う

仕し

員い
ん

養よ
う

成せ
い

講こ
う

座ざ

日
５
月
14
日
㈬
～
令
和
８
年

２
月
20
日
㈮
の
水・金
曜
日
、10

時
～
12
時(
水
曜
日
32
回
、金
曜

日
13
回
の
計
45
回)

内▽
５
月
～
８
月　

入
門
編(
手

話
で
の
自
己
紹
介
、簡
単
な
会

話)▽
９
月
～
２
月　

基
礎
編(

日

常
的
な
会
話)

場
カ
ミ
ー
リ
ヤ

対
定
市
民
ま
た
は
在
勤
の
15

歳
以
上
の
人(

中
学
生
は
除

く)

、先
着
20
人

料
４
、２
９
０
円(

テ
キ
ス
ト

代)●
申
込
方
法　

申
込
書
を
持

参
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、電
子
メ
ー
ル
で
提

出
、ま
た
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム
か
ら

(

申
込
書
は
生
活
福
祉
課
の
窓

口
に
準
備
し
て
い
ま
す)　

ID
４
１
０
０
４　
　

●
申
込
期
間　
３
月
３
日
㈪
、

９
時
～
４
月
４
日
㈮ 

申
問
生
活
福
祉
課 

障
が
い
者

福
祉
担
当

FAX(

９
２
３)

５
２
３
０

fu
k

u
s

h
i@

c
ity

.
chikushino.fukuoka.jp

運う
ん

動ど
う

習し
ゅ
う

慣か
ん

促そ
く

進し
ん

事じ

業ぎ
ょ
う

(

体た
い

力り
ょ
く

測そ
く

定て
い

会か
い)

内
①
測
定
項
目　

体
成
分
測

定
、骨
密
度
測
定
、全
身
持
久
力

な
ど(

60
分
程
度)

②
結
果
説
明
、③
運
動
体
験

※
②
と
③
は
別
日
に
実
施　

日
３
月
26
日
㈬
、９
時
30
分
～

15
時
30
分

場
カ
ミ
ー
リ
ヤ
２
階
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
健
康
測
定
室

対
18
歳
以
上
の
人

定
先
着
16
人

持
運
動
し
や
す
い
服
装
、室
内

シ
ュ
ー
ズ
、タ
オ
ル
、飲
み
物

●
申
込
方
法
　
電
話
に
て「
①

氏
名
、②
電
話
番
号
、③
カ
ミ
ー

リ
ヤ
運
動
施
設
利
用
の
有
無
」

を
連
絡

●
申
込
期
間
　
３
月
11
日
㈫
、

９
時
～　

申
問
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
健
康
測

定
室

☎︎(

９
２
０)

８
０
７
０

歴れ
き

史し

講こ
う

座ざ「
文ぶ

ん

化か

薫く
ん

道ど
う

」

　
１
月
か
ら
３
月
に
か
け
て
文

化
財
課
職
員
が
さ
ま
ざ
ま
な

テ
ー
マ
で
お
話
し
し
ま
す
。

場
歴
史
博
物
館
２
階
研
修
室

定
先
着
40
人

●
申
込
方
法　
電
話
ま
た
は
博

物
館
窓
口
に
て

●
申
込
期
間　
３
月
４
日
㈫
、

９
時
～

申
問
歴
史
博
物
館

☎︎(

９
２
２)

１
９
１
１

講こ
う

座ざ

「
国く

に

史し

跡せ
き 

阿あ

志し

岐き

山さ
ん

城じ
ょ
う

跡あ
と

」

　
文
化
財
課
職
員
に
よ
る
歴
史

講
座
を
開
催
し
ま
す
。

内「
聞
い
て
知
っ
て
す
ご
い
！

阿
志
岐
山
城
跡
」

日
３
月
９
日
㈰
、13
時
30
分
～

15
時
30
分

場
御
笠
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
大
研
修
室

●
講
師　
川
口 

陽
子

定
先
着
70
人

●
申
込
方
法　
電
話
ま
た
は
窓

口
に
て
受
付

●
申
込
期
間　
３
月
１
日
㈯
、

９
時
～

申
問
歴
史
博
物
館

☎︎(

９
２
２)

１
９
１
１

●３月の講座
日時 テーマ(講師)

３月15日㈯、
13時30分～15時30分

常設展からみる古代のちくしの
※常設展展示解説あり(江藤 彰子)

３月23日㈰、
13時30分～15時30分

館長講座
「武蔵寺縁起」から歴史をひもとく
(小鹿野 亮)

▲常設展示室

▲阿志岐山城跡

▲手話の魅力は12月号の広報紙でも紹介しています
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市役所

日
時
・
期
間

　
　場
所

　
　対
象

　
　内
容

　
　定
員

　 

　料
金

　
　持
参
物

　
　締
切

　
　申
し
込
み
先

問
い
合
わ
せ
先

　
　電
話
番
号

　
　フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号

　
　電
子
メ
ー
ル
　 
　ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　 

　市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
記
事
ID

日

場

対

内

定

料

持

締

申

問

☎

FAX

HP

ID

環
境
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

「
ま
ち
を
見み

つ
め
よ
う
学が

っ

級き
ゅ
う

」

学が
っ

級き
ゅ
う

生せ
い

募ぼ

集し
ゅ
う

　
私
た
ち
の
身
近
な
日
常
生
活

を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、ま
ち

の
行
政
や
選
挙
と
深
く
関
わ
っ

て
い
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。そ
ん
な
私
た
ち
の「
ま
ち

の
こ
と
」に
つ
い
て
学
ん
で
み

ま
せ
ん
か
。

　
学
習
内
容
は
学
級
の
中
で
年

間
計
画
を
立
て
て
進
め
て
い
き

ま
す
。

●
今
ま
で
の
学
習
内
容

▽
市
職
員
や
県
職
員
に
よ
る
出

前
講
座

▽
施
設
見
学
な
ど
の
館
外
学
習

▽
筑
紫
地
区
の
学
級
生
と
合
同

研
修
会　
な
ど

●
開
催
日
時　
５
月
～
令
和
８

年
３
月
の
原
則
第
３
水
曜
日
、

13
時
30
分
～(

２
時
間
程
度)

場
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
な
ど

定
10
人
程
度(

応
募
多
数
の
場

合
は
抽
選)

締
４
月
18
日
㈮
ま
で

料
年
間
１
、０
０
０
円

●
申
込
方
法　
電
話
ま
た
は
Ｆ

Ａ
Ｘ
。Ｆ
Ａ
Ｘ
の
場
合
は「
住

所
、氏
名
、電
話
番
号
、ま
ち
を

見
つ
め
よ
う
学
級
申
し
込
み
」

を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

申
問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局FAX(

９
２
３)

２
０
３
９

広こ
う

報ほ
う

紙し

・
市し

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
掲け

い

載さ
い

広こ
う

告こ
く

募ぼ

集し
ゅ
う

　

広
告
掲
載
料
、申
込
方
法
な

ど
は
広
告
取
扱
代
理
店
に
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
広
報
ち
く
し
の
】

●
対
象
号
　
令
和
７
年
５
月
号

～
令
和
８
年
４
月
号
の
12
号

●
発
行
部
数　
４
万
４
８
０
０

部

(

３
月
現
在)

●
広
告
取
扱
代
理
店　
株
式
会

社
ウ
ィ
ッ
ト

☎︎
０
７
２(

６
６
８)

３
２
７
５

【
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
】

HPhttp
s://w

w
w

.city.
chikushino.fukuoka.jp/

●
掲
載
対
象
期
間　
令
和
７
年

４
月
１
日
～
令
和
８
年
３
月
31

日●
ア
ク
セ
ス
数　
２
万
６
４
０

０
件(

令
和
６
年
度
の
ト
ッ
プ

ペ
ー
ジ
月
平
均)

※
参
考
値
で
あ
り
、ア
ク
セ
ス

数
を
保
証
す
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

●
広
告
取
扱
代
理
店　
株
式
会

社
ジ
チ
タ
イ
ア
ド

☎︎(
７
１
６)

１
４
０
１

問
秘
書
広
報
課

ご
み
の
適て

き

正せ
い

処し
ょ

理り

に

ご
協き

ょ
う

力り
ょ
く

く
だ
さ
い

　
「
ご
家
庭
の
ご
み
、な
ん
で
も

回
収
し
ま
す
」と
い
う
チ
ラ
シ

や
町
中
を
巡
回
す
る
車
を
見
た

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
家
庭
ご
み
の
収
集
運
搬
は
市

か
ら
許
可
を
受
け
た
業
者(

許

可
業
者)

の
み
行
え
ま
す
。

●「
無
許
可
」の
回
収
業
者
に
よ

る
ト
ラ
ブ
ル
例

▽
後
日
、高
額
な
処
理
料
金
を

請
求
さ
れ
た
。

▽
回
収
さ
れ
た
廃
家
電
や
粗
大

ご
み
が
不
法
投
棄
さ
れ
た
。

▽
環
境
対
策
を
行
わ
ず
に
処
理

し
、フ
ロ
ン
ガ
ス
や
鉛
な
ど
の

有
害
物
質
が
環
境
中
に
放
出
し

て
し
ま
っ
た
。

▽
不
適
正
な
管
理
に
よ
り
、火

災
が
発
生
し
た
。

※
廃
家
電
や
粗
大
ご
み
な
ど
の

廃
棄
物
の
正
し
い
処
分
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。　

ID
３
８
０
２

光こ
う

化か

学が
く

オ
キ
シ
ダ
ン
ト
や

Ｐ
Ｍ
２・５
に
注ち

ゅ
う

意い

　

光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
は
、

目
や
の
ど
の
痛
み
、せ
き
、頭

痛
、吐
き
気
な
ど
の
症
状
を
引

き
起
こ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
Ｐ
Ｍ
２・５
は
、呼
吸
器
系
や

循
環
器
系
へ
の
影
響
や
肺
が
ん

の
リ
ス
ク
の
上
昇
も
懸
念
さ
れ

て
い
ま
す
。

●
気
を
つ
け
る
こ
と

　
光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
注
意

報
や
Ｐ
Ｍ
２
・５
の
注
意
喚
起

な
ど
が
発
令
さ
れ
た
と
き
は
、

次
の
こ
と
を
心
が
け
ま
し
ょ

う
。

▽
屋
外
で
の
運
動
を
控
え
る

▽
不
要
な
外
出
を
控
え
る

▽
屋
内
へ
の
外
気
の
侵
入
を
少

な
く
す
る

▽
自
動
車
の
使
用
を
控
え
る

▽
目
や
の
ど
に
刺
激
を
感
じ
た

ら
洗
眼
や
う
が
い
を
行
う

▽
症
状
に
応
じ
て
医
療
機
関
の

診
断
を
受
け
る

ID
３
３
９
３

問い合わせ先で電話番号を掲載していない課・担当などは、市役所本庁 ☎(923)1111 にお願いします。広報ちくしの 令和7年3月号15


